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(57)【要約】
【課題】　ダニや花粉アレルゲンの不活化剤等の有色の
機能剤であっても、有機繊維を基材とするストッキング
、パンティストッキング、タイツ、ソックス等の靴下類
及び肌着類等の肌と直接接する衣類等の最終繊維製品の
色相に影響を与えないように加工することができ、染色
後の後加工で機能剤を付着させる場合に比べて、機能剤
の機能効果の持続性、耐久性及び耐洗濯性に優れた繊維
製品とすることができ、染色後の工程で実施される柔軟
加工やその他の後加工に影響を及ぼすことがない繊維製
品への機能剤の付与方法とその製品を提案するものであ
る。
【解決手段】　染色工程においてアレルゲン不活化剤等
の有色の機能剤を添加し、該機能剤を繊維内の分子が規
則的に配列されていない非結晶領域でイオン結合させる
ことにより、染色工程より後に行う後加工にて処理する
場合よりも機能剤の機能効果の持続性を飛躍的に増加さ
せ、かつ高い耐洗濯性を有するようにする。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　染色工程において有色の機能剤を添加し、該機能剤を繊維内の分子が規則的に配列され
ていない非結晶領域でイオン結合させることにより、最終製品の色相に影響を及ぼさず、
機能効果の持続性と高い耐洗濯性を有するようにしたことを特徴とする繊維製品への機能
剤の付与方法。
【請求項２】
　前記機能剤は、ダニアレルゲン不活化剤及び又は花粉アレルゲン不活化剤である請求項
１記載の繊維製品への機能剤の付与方法。
【請求項３】
　前記機能剤としてのダニアレルゲン不活化剤及び又は花粉アレルゲン不活化剤がイソフ
ラクチンを主成分とするスターフルーツ葉からの抽出物である請求項２記載の繊維製品へ
の機能剤の付与方法。
【請求項４】
　前記機能剤は、抗酸化作用を有するブドウの種から抽出したプロアントシアニジンを主
成分とする抽出物、又はコウキ茶の葉から抽出した花粉アレルゲン不活化作用を有するア
スチルビンを主成分とする抽出物である請求項１記載の繊維製品への機能剤の付与方法。
【請求項５】
　前記機能剤が付与される繊維製品は、有機繊維を基材とするストッキング、パンティス
トッキング、タイツ、ソックス等の靴下類及び肌着類等の肌と直接接する衣類である請求
項１～４のいずれかに記載の繊維製品への機能剤の付与方法。
【請求項６】
　有色のダニアレルゲン不活化剤及び又は花粉アレルゲン不活化剤が染色工程において添
加されてなる有機繊維を基材とするストッキング、パンティストッキング、タイツ、ソッ
クス等の靴下類及び肌着類等の肌と直接接する衣類。
【請求項７】
　前記ダニアレルゲン不活化剤及び又は花粉アレルゲン不活化剤がスターフルーツ葉から
の抽出物である請求項６記載のストッキング、パンティストッキング、タイツ、ソックス
等の靴下類及び肌着類等の肌と直接接する衣類。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダニアレルゲンや花粉アレルゲン等の不活剤や保湿剤、美白剤、防菌剤、防
黴剤、消臭剤等の機能剤が持つ機能効果の持続性や耐洗濯性に優れ、該機能剤が有してい
る色にも影響されずに染色が行うことができるストッキング、パンティストッキング、タ
イツ、ソックス等の靴下類や肌着類等の肌に直接接する衣類などの繊維製品への機能剤の
付与方法とその製品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上記のような繊維製品への機能剤の添加付与方法は、染色後の後工程において機
能剤の付与をする後加工の方法が主流であった。例えば、テキスタイル等ではパディング
処理、編物等では浸染処理である。
【０００３】
　その際の温度は、３０℃～５０℃程度の低温である。この従来方法で生産された繊維及
び繊維製品は、肌に接する繊維の一番外側に機能剤を付着させるため、皮膚へ移行させる
保湿剤や美白剤等の薬剤の場合、肌に最も近い位置に薬剤が存在するため、肌に対して発
揮する効果は高いが、洗濯等により容易に機能剤が脱落してしまうので、その機能の耐久
性や持続性が低いものとなっていた。
【０００４】
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　そして、特に機能剤自体が無色透明や白色以外の色彩を有している場合には、後加工で
は染色後の繊維及び繊維製品の表面に機能剤を付着させるため、本来機能剤自体が持つ色
彩により、完成品の色相が意図していたものと異なる色相となってしまう場合があるので
、本来の目的としている色を再現することは困難となる。繊維製品の色相を安定させるこ
とは、品質管理の上で重要な項目であり、特に天然物や有機系の機能剤は薬剤自体が本来
色彩を有していることが多く、そのため、従来は着色していない無機系の機能剤を選択す
る等の方法が取られてきた。
【０００５】
　また、機能剤と柔軟剤等を染色後の後加工で同時に使用する場合、薬剤どうしのイオン
性の相性が影響し、機能剤または柔軟剤のどちらか一方が繊維製品に付着して、どちらか
一方が付着しない等の問題が生じるため、薬剤の選定も困難となっていた。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２７３０９９号公報
【特許文献２】特開２００４－３０４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、有色の機能剤であっても、最終繊維製品の色相に影響を与えないように加工
することができ、染色後の後加工で機能剤を付着させる場合に比べて、機能剤の機能効果
の持続性や耐久性及び耐洗濯性に優れた繊維製品とすることができ、染色後の工程で実施
される柔軟加工やその他の後加工に影響を及ぼすことがない繊維製品への機能剤の付与方
法とその製品を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、染色工程において有色の機能剤を添加し、該機能剤を繊維内の分子が規則的
に配列されていない非結晶領域でイオン結合させることにより、最終製品の色相に影響を
及ぼさず、機能効果の持続性と高い耐洗濯性を有するようにしたことを特徴とする繊維製
品への機能剤の付与方法に関するものである。
【０００９】
　本発明で使用する有色の機能剤としては、例えばダニアレルゲン不活化剤及び又は花粉
アレルゲン不活化剤のほか、保湿剤、美白剤、防菌剤、防黴剤、消臭剤、抗酸化剤（肌の
老化防止剤）等をあげることができる。
【００１０】
　また、本発明が適用される繊維製品としては、有機繊維を基材とするストッキング、パ
ンティストッキング、タイツ、ソックス等の靴下類及び肌着類等の肌と直接接する衣類を
あげることができる。
【００１１】
　ナイロン糸やポリウレタン糸等の有機繊維を基材として使用されるストッキング等の靴
下類や肌着類等では、一般に温度８０℃以上の高温下で染色が行なわれており、この高温
下での染色と同時に機能剤の付与を行うためには、機能剤が染料や染色助剤に影響を及ぼ
してはならない。即ち、機能剤が染料や染色助剤とコンプレックスを起こさないように、
イオン性を統一したものを選定する必要がある。イオン性を統一することにより機能剤、
染料、染色助剤のコンプレックスを防ぐことができる。さらに、高温での染色と同時に機
能剤を結合させるため、繊維内の分子が規則的に配列していない非結晶領域に染料と共に
機能剤も同時に結合させることができるのである。
【発明の効果】
【００１２】
　上記の方法を用いることで、様々な機能剤を繊維に強固に結合させることができ、その
結果、機能剤の機能効果の持続性や耐久性に優れ、色相変化に影響されず、染色後の工程
にも影響を及ぼすことがない優れた効果を有する。
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【００１３】
　また、洗濯を繰り返しても、ストッキング、パンティストッキング等の靴下類や肌着類
等の肌と直接接する衣類などの繊維製品に付着させた機能剤の残存率を９０％以上とする
ことができる耐洗濯性に優れた繊維製品を提供することができる。
【００１４】
　また、繊維の上記非結晶領域内に機能剤、染料、染色助剤を結合させることができるの
で、色相を目的の色に合わせることが容易となり、染色後の後加工では簡単には脱落しな
いほど強固に結合するので、高い耐久性を得ることができる。
【００１５】
　しかも、本発明では、機能剤を繊維の上記非結晶領域内で結合させるため、その後の繊
維表面に他の機能剤や柔軟剤を従来通りの後加工で付与することができる。
【００１６】
　そして、これにより、様々な繊維製品に、種々の機能性を付与した繊維製品を提供でき
る効果もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を、繊維製品の一例としてパンティストッキングを例にして説
明する。
【００１８】
　先ず、パンティストッキングの形に編み立てる工程、縫製工程等を施すことによって、
染色加工を行う直前の状態まで製造されたナイロン、ポリウレタン、ポリエステル等を含
む有機繊維製の半製品を得る。これら編立工程、縫製工程等は、公知の方法であるので、
その説明はここでは省略する。
【００１９】
　この半製品を８０～９０℃の高温で染色する際に、機能剤としてダニアレルゲン及び花
粉アレルゲンの不活性化機能を有するフラボノイド配糖体のイソフラクチンを主成分とす
る茶褐色のスターフルーツ葉からの抽出物と染料、染色助剤を投入し、ナイロン等の繊維
の分子が規則的に配列していない非結晶領域内にこの機能剤と染料及び染色助剤をイオン
結合させる。
【００２０】
　ここで、繊維内の分子が規則的に配列していない非結晶領域に機能剤、染料、染色助剤
を結合させるには、これらの薬剤が全て統一されたイオン性を有する必要がある。例えば
、カチオン性とアニオン性が混ざっていると、染色浴中でコンプレックスを起こすため、
浴中に析出してしまい、繊維に強固に結合させることができない。また、ナイロンでは酸
性浴中で末端アミノ基が活性化されて電気的にプラスに帯電するため、機能剤、染料、染
色助剤はいずれもアニオン性を有する薬剤である必要がある。
【００２１】
　さらに、染色助剤（汚染防止剤）としては、ナイロン染色では通常使用しない、分子量
の大きなフェノール系スルホン酸の重合物、例えば４－４´ジヒドロキシージフェニルス
ルホンーホルマリン縮重合物を使用する。この汚染防止剤も上記のようにアニオン性であ
るが、分子量が大きいために、非結晶領域の内部に侵入することができず、繊維と強固に
結合することはできない。
【００２２】
　従って、図１に示すように、繊維内の分子が規則的に配列した結晶領域部分にはアニオ
ン性の汚染防止剤が付着するため、分子量の小さなアニオン性の機能剤と染料のみが非結
晶領域内に侵入してイオン結合することになる。
【００２３】
　さらに、図２に示すように、非結晶領域の上を色止め剤で覆って機能剤や染料を封じ込
めることにより、耐久性及び耐洗濯性が高く、機能剤の色彩にも影響されずに容易に色相
を合わせることが可能となるのである。
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【００２４】
　これにより、機能剤が染料と共に非結晶領域内でイオン結合しているので、上記機能剤
を生地から抽出できないほどに浸透性、付着度を完全化することが可能となり、染色後の
後加工及び柔軟加工では影響を受けることなく加工を行うことができる。
【００２５】
試験例１
　以下、本発明の試験例を示す。対象繊維製品としてはパンティストッキングを、機能剤
としてはダニアレルゲン及び花粉アレルゲンの不活性化機能を有するアニオン性を示す茶
褐色で粉状のスターフルーツ葉の抽出成分を希釈した水溶液を使用した。なお、本発明で
はこの機能剤に限定されるものではない。
【００２６】
　パンティストッキングを８０～９０℃の高温で上記アニオン性のアレルゲン不活化剤と
染料及び染色助剤としてジヒドロキシージフェニルスルホンーホルマリン縮重合物を投入
し、アレルゲン不活化剤の付与と染色を行った。その際に、アニオン界面活性剤からなる
均染剤、非イオン・アニオン系界面活性剤からなる精錬浸透剤と、アニオン系ポリマーか
らなる色止め剤を用いた。
【００２７】
　この方法によりパンティストッキングに結合した上記アレルゲン不活化剤の抽出を以下
の方法で行った。
【００２８】
　試料０．５足分（パンティストッキング１足の左右いずれか半分）を精製水中で、超音
波を当てながら抽出を行った。得られた抽出液を１００ｍｌ（ミリリットル）とし、この
試験溶液を高速液体クロマトグラフィーで分析した。その結果、繊維製品のパンティスト
ッキングに結合した上記アレルゲン不活化剤は完全には抽出できないほど強固に繊維に結
合していることが判明した。
【００２９】
試験例２
　上記試験例１と同じアレルゲン不活化剤を同じ使用量で、染色後の後加工によって試験
例１と同じパンティストッキングに付与し、アレルゲン不活化剤の抽出を行い、評価した
。評価方法は試験例１と同様の方法で高速液体クロマトグラフィーを用いて行った。
【００３０】
　その結果、試験例1の方法で加工を行った繊維より、アレルゲン不活化剤が脱落しやす
いことが判明した。
【００３１】
　次に、上記試験例１の方法で染色加工を行ったパンティストッキングと、上記試験例２
の方法で加工を行ったパンティストッキングの洗濯を行い、洗濯によって脱落した上記ア
レルゲン不活化剤の濃度の評価を行った。
【００３２】
　洗濯前のアレルゲン不活化剤の濃度を１００とした場合、洗濯によって脱落したアレル
ゲン不活化剤の濃度として評価を行った。その評価結果を表１に示す。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　表１の結果から、本発明による染色加工ではアレルゲン不活化剤が非常に強固に繊維に
結合していることが分る。
【００３５】
　次に、マクベス社CE7000AのＣＣＭを用いて、上記試験例１と試験例２の方法で加工し
たパンティストッキングの色相の基準値との比較評価を行った。基準の色相をそれぞれ１
００としたとき、加工したパンティストッキングのそれぞれの色相濃度で評価した。その
評価結果を表２に示す。
【００３６】

【表２】

【００３７】
　表２の結果から、本発明による染色加工では機能剤のアレルゲン不活化剤が最終繊維製
品の色相には影響を与えないことが分る。
【００３８】
　また、機能剤であるスターフルーツ葉の抽出物によるアレルゲン不活性化の性能を評価
した。
【００３９】
（１）ダニアレルゲン不活性化評価
　各試料をカットし、４８wellプレートの底に置いて、1well当たり８００μｌづつＰＢ
Ｓ（－）に溶解したダニアレルゲン溶液（精製ダニ抗原 rDerfII３００ng／ｍｌ）を添加
し、３７℃で２４時間静置した。静置後、５０μｌを採取し、その中に存在するダニアレ
ルゲン濃度をサンドイッチＥＬＩＳＡ法により定量した。
【００４０】
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　検量線用標準溶液の吸光度から得られる検量線を用いて、試料として上記スターフルー
ツ葉抽出物を添加したダニアレルゲン溶液中のダニアレルゲン濃度とスターフルーツ葉抽
出物を添加していないダニアレルゲン溶液中のダニアレルゲン濃度を定量した。当該定量
結果を用いて、下記の式に基づき、ダニアレルゲン不活性化率(％)を算出した。
　ダニアレルゲン不活性化率（％）＝（Ａ－Ｂ）／Ａ×１００
　上記式中、Ａは「未加工試料溶液中のダニアレルゲン濃度（ng/ml）」を表し、Ｂは「
加工試料溶液中のダニアレルゲン濃度（ng/ml）」を表す。その結果を表３に示す。
【００４１】
【表３】

【００４２】
　表３に示すように、パンティストッキングに付着させたスターフルーツ葉抽出物は未加
工パンティストッキングより優れたダニアレルゲン不活化作用を有することが分る。
【００４３】
（２）スギ花粉アレルゲン不活化評価
　各試料をカットし、４８wellプレートの底に置いて、1well当たり８００μｌづつ０．
１％ＢＳＡ含有ＰＢＳ（－）に溶解したスギ花粉アレルゲン溶液（精製スギ花粉抗原 Cry
 j1 １ng/ml）を添加し、３７℃で２４時間静置した。静置後、１００μlを採取し、その
中に存在するスギ花粉アレルゲン濃度をサンドイッチＥＬＩＳＡ法により定量した。
【００４４】
　検量線用標準溶液の吸光度から得られる検量線を用いて、試料として上記スターフルー
ツ葉抽出物を添加したスギ花粉アレルゲン溶液中のスギ花粉アレルゲン濃度とスターフル
ーツ葉抽出物を添加していないスギ花粉アレルゲン溶液中のスギ花粉アレルゲン濃度を定
量した。当該定量結果を用いて、下記の式に基づき、スギ花粉アレルゲン不活性化率(％)
を算出した。
　スギ花粉アレルゲン不活性化率(％)＝（Ｃ－Ｄ）／Ａ×１００
【００４５】
　上記式中、Ｃは「未加工試料溶液中のスギ花粉アレルゲン濃度（ng/ml）」を表し、Ｄ
は「加工試料溶液中のスギ花粉アレルゲン濃度（ng/ml）」を表す。その結果を表４に示
す。
【００４６】
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【表４】

【００４７】
　表４に示すように、パンティストッキングに付着させたスターフルーツ葉抽出物は未加
工パンティストッキングより優れたスギ花粉アレルゲン不活性化作用を有することが分る
。
【００４８】
試験例３
　また、上記試験例１と同じ試料のパンティストッキングについて、上記スターフルーツ
葉からの抽出物に代えて、機能剤として、ブドウの種から抽出した抗酸化（肌の老化防止
）作用を有するポリフェノール類のプロアントシアニジンを主成分とする茶色で粉状の抽
出物を上記試験例１と同様の処理方法で染色工程において添加付与した。
【００４９】
　その結果、この抗酸化剤は繊維に非常に強固に結合し、最終繊維製品の色相に影響を与
えることがなく、洗濯を繰り返しても、その機能効果の持続性が良好で、耐洗濯性に優れ
ていることが確認された。
【００５０】
試験例４
　さらに、上記試験例１と同じ試料のパンティストッキングについて、上記スターフルー
ツ葉の抽出物に代えて、機能剤として、コウキ茶の葉から抽出した花粉アレルゲン不活化
作用を有するジヒドロフラボノール類のアスチルビンを主成分とする茶色で粉状の抽出物
を上記試験例１と同様の処理方法によって染色工程において添加付与した。
【００５１】
　その結果、この花粉アレルゲン不活化剤も、繊維に非常に強固に結合し、最終繊維製品
の色相に影響を与えることがなく、洗濯を繰り返しても、その機能効果の持続性が良好で
、耐洗濯性に優れていることが確認された。
【００５２】
　本発明の方法は、染色加工を行う直前の状態まで製造された半製品を構成する繊維の表
面部分の分子が規則的に配列していない非結晶領域内に、染色工程においてアレルゲン不
活化等の機能剤を結合させ、該機能剤の機能効果の持続性や耐洗濯性を向上させ、繊維及
び繊維製品の色相に影響を与えず、染色後の後加工または柔軟加工に影響を与えることの
ない優れた効果を有する染色加工方法としてきわめて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】繊維内の分子が規則的に配列する結晶領域とそうでない非結晶領域とを示す拡大
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図であって、本発明による機能剤の繊維への結合原理を示す説明図である。
【図２】繊維内の分子配列に関する結晶領域と非結晶領域とを示す拡大図であって、染料
と機能剤が非結晶領域内で繊維と結合し、色止め剤によって封じ込められた状態を示す説
明図である。

【図１】

【図２】
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